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「令和５（2023）年度勤務条件等に関する調査結果の概要」について

 

地方公務員の勤務条件については、地方公務員法第 24 条第４項において「国及び他の地方

公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」とさ

れており、同条第５項において、勤務時間その他の勤務条件は各地方公共団体の条例で定め

ることとされている。 

本書は、地方公務員の勤務条件等を把握するため、総務省が全国の地方公共団体を対象に

実施した「地方公共団体の勤務条件等に関する調査」について、県内の市町の回答を取りま

とめたものである。 

○調査対象年度 令和５(2023)年度（一部、令和６(2024)年４月１日現在） 

○調査対象団体 市町、一部事務組合及び広域連合 

○調査対象職員 一般職に属する地方公務員（会計年度任用職員を除く。） 

※安全衛生に関する事項については、特別職に属する地方公務員及び臨時・非常勤職員を含む。 

 

調査第１：勤務時間及び休暇等に関する事項 （市町） 

 

１ 早出遅出勤務制度・フレックスタイム制度の導入状況 

令和６(2024)年４月１日現在の早出遅出勤務制度・フレックスタイム制度の導入状況は

第１表のとおりである。 

 

 

２ 年次有給休暇の取得状況 

年次有給休暇の平均取得日数は第２表のとおりである。 

 

  

【第１表】早出遅出勤務制度・フレックスタイム制度の導入状況 ［単位：団体］

業 務 上 の
早 出 遅 出

育 児 ・ 介 護
の た め の
早 出 遅 出

通勤混雑緩和の
た め の
時 差 通 勤

疲労蓄積防止の
た め の
早 出 遅 出

修学等のための
早 出 遅 出

障害の特性等に
応 じ た
早 出 遅 出

12 18 25 4 3 2 4 12

時 差 出 勤
制 度

各種早出遅出制度

フ レ ッ ク ス
タ イ ム 制 度

【第２表】年次有給休暇の取得状況 ［単位：日］

令和元（2019）
年度

令和２（2020）
年度

令和３（2021）
年度

令和４（2022）
年度

令和５（2023）
年度

市 11.8 12.4 12.7 13.1 14.7

町 10.5 10.6 11.1 11.8 13.2

計 11.6 12.1 12.4 12.9 14.5

（ 参 考 ） ※
全国 市区 町村

11.0 11.1 11.5 12.0 13.4

※指定都市を除く。以下同じ。
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３ 病気休暇制度の状況 

  病気休暇の期間については第３表のとおりである。 

 

 

４ 特別休暇等の導入状況 

令和６(2024)年４月１日現在、国と同様の特別休暇の導入状況については、第４表(1)の

とおり全 25 市町において有給で措置済みである。地方公共団体独自の特別休暇等の導入

状況は(2)のとおりである。 

 

 

【第３表】病気休暇の状況（令和６(2024)年４月１日現在）

原則、必要最小限の期間と
し、連続取得日数の上限を90
日（または３ヶ月）と定めて

いる。

左記以外

市 13 1

町 11 0

計 24 1

（注）　「左記以外」となる団体は、上限日数（月数）が異なる、年間で
　　　　取得日数の上限を定めている等である。

病気休暇の取扱い

【第４表】特別休暇等の状況（令和６(2024)年４月１日現在）

(1)　国と同様の特別休暇等の導入状況

有給 無給
※取得要件等が異

なる 措置なし

1 公 民 権 行 使 25 0 0 0

2 官 公 署 へ の 出 頭 25 0 0 0

3 ド ナ ー 休 暇 25 0 0 0

4 ボ ラ ン テ ィ ア 休 暇 25 0 1 0

5 結 婚 休 暇 25 0 4 0

6 不 妊 治 療 休 暇 25 0 0 0

7 産 前 休 暇 25 0 3 0

8 産 後 休 暇 25 0 0 0

9 保 育 時 間 25 0 3 0

10 妻 の 出 産 25 0 0 0

11 育 児 参 加 25 0 0 0

12 子 の 看 護 25 0 4 0

13 短 期 の 介 護 25 0 1 0

14 忌 引 休 暇 25 0 1 0

15 父 母 の 追 悼 （ 法 要 ） 25 0 0 0

16 夏 季 休 暇 25 0 10 0

17 現 住 居 の 滅 失 等 25 0 0 0

18 災 害 ・ 交 通 機 関 の 事 故 等 25 0 0 0

19 退 勤 途 上 の 危 機 回 避 25 0 0 0

（注）　職務専念義務免除として導入している場合も含む。　　

区分
導入状況
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５ 介護休暇の取得状況 

令和６(2024)年４月１日現在、介護休暇については、全 25市町において国に準じた制度

を導入しており、令和５(2023)年度の取得状況は、第５表のとおりである。介護休暇を取得

した職員は９人（前年度 18人）で、男性職員４人、女性職員５人となっている。 

 

  

【第４表】特別休暇等の状況（令和６(2024)年４月１日現在）

(2)　地方公共団体独自の特別休暇等の導入状況

（単位：団体）

制度あり

1 両 立 支 援 関 係 4

2 職 員 の 健 康 管 理 関 係 5

3 地 域 活 動 関 係

4 そ の 他

（注）「1 両立支援関係」…「妊娠、出産、育児、介護」と「仕事」の

　　　両立支援を主な目的として導入した休暇等

　　　「2 職員の健康管理関係」…職員の健康管理・維持を主な目的と

　　　して導入した休暇等

　　　「3 地域活動関係」…職員が自治会、NPO活動等の地域社会におけ

　　　る活動へ参加しやすい環境の整備を主な目的として導入した休暇等

　　　「4 その他」…上記1から3までのいずれにも該当しない休暇等

区分

【第５表】介護休暇の状況 ［単位：人］

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他

男性職員 4 1 0 3 0 0 0 0 0 

女性職員 5 0 3 2 0 0 0 0 0 

１月以下
１月超

２月以下

２月超

３月以下

３月超

４月以下

４月超

５月以下
５月超

男性職員 1 1 1 0 1 0 

女性職員 2 2 1 0 0 0 

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。

　　　２　介護休暇取得者数は、令和５(2023)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

介護休暇

取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別）

介護休暇の期間別の取得者数
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６ 介護時間の取得状況 

  令和６(2024)年４月１日現在、介護時間については、全 25市町において国に準じた制度

を導入しており、令和５(2023)年度の取得状況は、第６表のとおりである。介護時間を取

得した職員は３人（前年度２人）で、男性職員１人、女性職員２人となっている。 

 

 

７ 育児休業等の取得状況 

育児休業の新規取得者は、男性職員 173 人（前年度 106 人）、女性職員 236 人（前年度

240人）で、育児休業取得率は、男性職員 52.9％（前年度 28.3％）、女性職員 100.0％（前

年度 98.0％）となっている。 

令和６(2024)年４月１日現在、部分休業については、全 25 市町が制度を導入しており、

令和５(2023)年度の新規取得者は男性職員 14人（前年度９人）、女性職員 147人（前年度

149人）となっている。 

育児短時間勤務については、全 25市町が制度を導入しており、新規取得者は男性職員１

人（前年度１人）、女性職員８人（前年度７人）となっている。 

 

 

【第６表】介護時間の状況 ［単位：人］

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他

男性職員 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

女性職員 2 0 1 1 0 0 0 0 0 

６月以下
６月超

１年以下
１年超

１年６月以下
１年６月超
２年以下

２年超
２年６月以下

２年６月超

男性職員 0 1 0 0 0 0 

女性職員 0 0 0 0 0 2 

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。

　　　２　介護時間取得者数は、令和５(2023)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

介護時間
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別）

介護時間の期間別の取得者数

【第７表】育児休業等の取得状況 ［単位：人］

育児休業 部分休業
育児短時間

勤務
育児休業等
対象者数

男性職員 173 14 1 327 

女性職員 236 147 8 236 

計 409 161 9 563 

（注）　育児休業等対象者数は令和５(2023)年度中に新たに育児休業が取

　　　得可能となった職員数。
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【第８表】育児休業の取得率の状況 ［単位：人］

全合計 一般行政部門 公営企業等 消防部門 教育委員会

男性職員 52.9% 69.9% 43.8% 12.9% 52.9%

女性職員 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）　育児休業取得率は、令和５(2023)年度中に新たに育児休業が取得可能となった

　　　職員数に対する同年度中に新たに育児休業を取得した職員数の割合。

【第９-１表】育児休業の承認期間 ［単位：人］

育児休業
取得者数

１月以下
１月超

３月以下
３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

男性職員 173 91 47 18 7 9 1 0 

女性職員 236 1 0 1 8 92 102 32 

計 409 92 47 19 15 101 103 32 

【第９-２表】育児休業の承認期間 ［単位：人］

計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超
57日以下

男性職員 76 5 9 49 13 

女性職員 0 0 0 0 0 

計 76 5 9 49 13 

計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超

男性職員 97 0 6 22 69 

女性職員 236 0 0 1 235 

計 333 0 6 23 304 

出生後57日以内に終了するもの

出生後57日以内に終了しないもの

【第10-１表】部分休業の承認期間 ［単位：人］

部分休業
取得者数

１年以下
１年超
２年以下

２年超
３年以下

３年超
４年以下

４年超
５年以下

５年超

男性職員 14 13 0 0 0 1 0 

女性職員 147 132 3 1 2 4 5 

計 161 145 3 1 2 5 5 
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【第10-２表】部分休業の取得期間 ［単位：人］

30分以下
30分超
60分以下

60分超
90分以下

90分超

男性職員 14 2 5 3 4 

女性職員 147 13 65 37 32 

計 161 15 70 40 36 

１日の部分休業取得時間（平均）
部分休業
取得者数

【第11-１表】育児短時間勤務の承認期間 ［単位：人］

３月以下
３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超

男性職員 1 0 1 0 0 

女性職員 8 1 3 0 4 

計 9 1 4 0 4 

育児短時間勤
務取得者数

１日の部分休業取得時間（平均）

【第11-２表】育児短時間勤務職員の勤務形態 ［単位：人］

１日３時間55
分

１日４時間55
分

週３日 週２日半 その他

男性職員 1 0 0 1 0 0 

女性職員 8 3 2 1 2 0 

計 9 3 2 2 2 0 

育児短時間勤
務取得者数

育児短時間勤務職員の勤務形態

【第12表】配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得者数

［単位：人］

配偶者出産休
暇を取得した

職員数

育児参加のた
めの休暇を取
得した職員数

配偶者出産休
暇又は育児参
加のための休
暇を取得した

職員数

配偶者出産休
暇と育児参加
のための休暇
を合わせて５
日以上取得し

た職員数

327 260 196 281 154 

令和５(2023)
年度中に新た
に育児休業が
取得可能と

なった男性職
員数
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８ 時間外勤務命令の上限規制制度の状況等 

令和６(2024)年４月１日現在の時間外勤務命令の上限規制制度の導入状況等は第 13 表

のとおりである。 

 

 

９ 時間外勤務等の状況 

職員１人当たりの平均時間外勤務時間の状況は第 14表のとおりである。市が月 15.1時

間、年 181.8時間、町が月 12.8時間、年 153.8 時間、全体では月 14.8 時間、年 177.9 時

間となっている。 

 

 

 

  

【第13表】時間外勤務命令の上限規制制度の導入状況

［単位：団体］

他律的業務の比重が
高い部署の指定

特例業務
要因の整理、
分析及び検証

24 24 24 

【第14表】平均時間外勤務時間数の状況 ［単位：時間］

時間(月) 時間(年) 時間(月) 時間(年) 時間(月) 時間(年)

市 15.1 181.8 13.3 159.7 ▲ 1.8 ▲ 22.1

町 12.8 153.8 12.7 152.3 ▲ 0.1 ▲ 1.5

計 14.8 177.9 13.2 158.7 ▲ 1.6 ▲ 19.2

（参考）
全国市区町村

11.4 137.0 10.8 130.0 ▲ 0.6 ▲ 7.0

令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 増減

【第15表】時間外勤務の時間数が月45時間を超える職員の状況

［単位：人］

45時間超
100時間未満

100時間以上

5,620 5,322 298
(5.5%) (5.2%) (0.3%)

692 680 12
(4.3%) (4.2%) (0.1%)

6,312 6,002 310
(5.4%) (5.1%) (0.3%)

326,982 307,042 19,940
(4.2%) (4.0%) (0.3%)

※　延べ職員数は、各月（令和５(2023)年４月～令和６(2024)年３月）

　の職員数を合算したものである。

45時間超え職員数
（延べ職員数※
に占める割合）

市

町

計

（参考）
全国市区町村
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第２：競争試験等に関する事項 （市町） 

 

１ 競争試験区分別受験者数及び合格者数等の推移 

試験区分は、「上級試験又は大学卒業程度の試験」、「中級試験又は短大卒業程度の試

験」、「初級試験又は高校卒業程度の試験」及び「その他の試験」の４つに分類され、過

去５年間の競争試験における受験者数、合格者数及び採用者数の推移は第 17 表のとおり

である。 

 

  

【第16表】勤務時間管理の実施方法の状況 ［単位：団体］

勤務管理者の現認に
よる確認・記録

タイムカード、IC
カード、パソコンの
使用時間等の客観的
な記録による確認・

記録

職員本人からの
自己申告（システム
入力等）による

確認・記録

職員本人からの
自己申告（紙媒体）
による確認・記録

市 5 7 6 4 4

町 2 2 3 7 7

計 7 9 9 11 11

※　「職員本人からの自己申告のみ」欄には、「勤務時間管理方法」欄のうち「職員本人からの自己申告（シス

　テム入力等）による確認・記録」「職員本人からの自己申告（紙媒体）による確認・記録」のいずれか又は両

　方の方法しか講じていない団体数を計上している。

職員本人からの
自己申告のみ

実施の方法

【第17表】競争試験における受験者数、合格者数、採用者数の推移 ［単位：団体、人］

実施団体 受験者数 合格者数 採用者数 実施団体 受験者数 合格者数 採用者数 実施団体 受験者数 合格者数 採用者数

上級又は
大学卒業程度

6 598 104 91 6 673 110 87 9 745 139 123 

中級又は
短大卒業程度

7 140 35 32 6 155 35 30 7 94 28 24 

初級又は
高校卒業程度

25 2,234 402 373 25 2,156 374 316 25 2,320 420 368 

その他の試験 0 - - - 1 1 1 1 0 - - -

計 25 2,972 541 496 25 2,985 520 434 25 3,159 587 515 

実施団体 受験者数 合格者数 採用者数 実施団体 受験者数 合格者数 採用者数

上級又は
大学卒業程度

8 653 121 92 9 677 150 125 

中級又は
短大卒業程度

8 114 32 26 10 120 40 39 

初級又は
高校卒業程度

25 2,165 456 385 25 1,852 433 375 

その他の試験 0 - - - 2 23 3 1 

計 25 2,932 609 503 25 2,672 626 540 

※実施団体は実団体数。

令和２
(2020)年度

令和３
(2021)年度

区分

令和４
(2022)年度

令和５
(2023)年度

区分

令和元
(2019)年度
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２ 男女別採用者数の推移 

過去５年間の競争試験における男女別採用者数は、第 18表のとおりである。 

 

 

３ 中途採用試験の実施状況 

中途採用試験については、７市３町で経験者採用試験を、２市で経歴不問の中途採用試

験を実施した。中途試験の実施状況は、第 19表のとおりである。 

 

 

第３：安全衛生に関する事項 （市町、一部事務組合及び広域連合） 

 

１ ストレスチェック・集団分析の実施状況 

ストレスチェック・集団分析の実施状況は第 20 表のとおりである。 

  

【第18表】男女別採用者数の推移 ［単位：人］

計

※　令和５年度から、男女別の受験者及び合格者は調査せず、男女別の採用者数のみ調査。

令和５
(2023)年度

283
(52.4%)

257
(47.6%)

540515

令和４
(2022)年度

271
(53.9%)

232
(46.1%)

503

(51.2%)

434

222

212

(47.4%)
250

(48.8%)

令和２
(2020)年度

令和３
(2021)年度

271
(52.6%)

244

496

男性

女性

(49.6%)

(50.4%)

令和元
(2019)年度

246

【第19表】中途採用試験の実施状況 ［単位：団体、人］

実施団体数 受験者数 採用者数 実施団体数 受験者数 採用者数

市 14 7 183 30 2 150 22

町 11 3 27 3 0 0 0

計 25 10 210 33 2 150 22

経験者採用試験 経歴不問の中途採用試験
団体数

【第20表】ストレスチェック及び集団分析の実施状況

実施事業場数 実施事業場率 実施事業場数 実施事業場率 活用事業場数 活用事業場率

a b b/a c c/b d d/c

市 932 931 99.9% 902 96.9% 902 100.0% 

町 179 179 100.0% 179 100.0% 155 86.6% 

一部事務組合等 45 43 95.6% 30 69.8% 15 50.0% 

計 1,156 1,153 99.7% 1,111 96.4% 1,072 96.5% 

（注）１　「ストレスチェック」とは、労働安全衛生法第66条の10第１項に規定する「心理的な負担の程度を把握するための検査」をいう。

　　　２　「ストレスチェック実施事業場数」欄には、事業場の規模に関わらず、ストレスチェックを実施した事業場数を計上している。

　　　３　「集団分析」は、労働安全衛生規則第52条の14に規定されており、事業者は、ストレスチェックの実施者に対してストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに

　　　　集計、分析させ、その結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適

　　　　切な措置を講ずるよう努めなければならないこととされている。

　　　４　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている（以下同様）。

集団分析 集団分析結果ストレスチェック
事業場数

区分
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２ メンタルヘルス対策の取組状況 

メンタルヘルス対策の取組状況は第 21 表のとおりである。メンタルヘルス対策につい

ては、市町においては全部局で取組が実施されている。 

 

 

３ メンタルヘルス不調による休務者の状況 

令和５(2023)年度のメンタルヘルス不調による休務者の状況は第 22 表のとおりである。 

  

【第21表】メンタルヘルス対策の取組状況

取組部局数 割合 取組部局数 割合 取組部局数 割合

市 49 100.0% 14 100.0% 14 100.0% 

町 30 100.0% 11 100.0% 11 100.0% 

一部事務組合等 15 93.8% 8 88.9% 0 - 

計 94 98.9% 33 97.1% 25 100.0% 

取組部局数 割合 取組部局数 割合

市 7 100.0% 14 100.0% 

町 0 - 8 100.0% 

一部事務組合等 5 100.0% 2 100.0% 

計 12 100.0% 24 100.0% 

（注）　「割合」は、全部局数に占める、メンタルヘルス対策に取り組んでいる部局数の割合である。

区分

区分

全合計 首長 教育委員会

消防 公営企業

【第22表】メンタルヘルス不調による休務者の状況

休務者数
（参考）
在籍職員数

市 407 26,894 

町 55 4,266 

一部事務組合等 14 1,447 

計 476 32,607 

（注）１　原則として、令和５(2023)年度中にメンタルヘルス不調

　　　　により引き続いて１か月以上の期間、病気休暇取得又は休

　　　　暇した職員を休務者として計上している。

　　　２　前年度から引き続いて休務した者及び調査年度中に退職

　　　　　した者も含んでいる。
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４ 長時間勤務者に対する医師による面接指導等の状況 

令和６(2024)年４月１日現在の例規・指針等の整備状況及び令和５(2023)年度中の医師

による面接指導の実施状況は第 23表のとおりである。 

 

  

【第23表】長時間勤務者に対する医師による面接指導等の状況

１　面接指導の強化に係る例規・指針等の団体区分別整備状況の割合（令和６(2024)年４月１日現在）

部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合

市 49 43 87.8% 1 2.0% 5 10.2% 

町 30 28 93.3% 1 3.3% 1 3.3% 

一部事務組合等 16 12 75.0% 0 0.0% 4 25.0% 

計 95 83 87.4% 2 2.1% 10 10.5% 

（注）　同一部局内で整備ができていない部門がある場合には、整備していない部局として計上している。

２　医師による面接指導の実施状況（令和５(2023)年度）

うち実際に医師
による面接指導
が行われた職員

市 860 217 

町 14 5 

一部事務組合等 0 0 

計 874 222 

３　医師による面接指導が行われなかった職員のうちその主な理由（令和５(2023)年度）

割合 割合 割合

市 643 7 1.1% 458 71.2% 7 1.1% 

町 9 0 0.0% 2 22.2% 0 0.0% 

一部事務組合等 0 0 - 0 - 0 - 

計 652 7 1.1% 460 70.6% 7 1.1% 

（注）１　(※)労働安全衛生規則第52条の２第１項の規定により、時間外勤務時間算定の期日前１か月以内に面接指導などを受けた職員などについて、面接指導を受ける必要が

　　　　ないとして医師が判断した場合には面接指導を行わないことが認められている。

　　　２　割合は「医師による面接指導が行われなかった職員」に占める割合を示している。

職員が業務多忙で
面接時間を確保で

きなかった

医師による面接
指導が行われな

かった職員

面接指導を受ける
必要が無いと医師
が判断した(※)

職員に対し、面接
指導を受けること
を通知・勧奨した
が、反応が無かっ
た又は職員自身が
必要ないと判断し

た

医師による面接
指導の対象とな
る要件に該当し

た職員

令和６(2024)年４月１日
時点で整備済み

令和６(2024)年度中に
整備予定全部局数

整備時期未定
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５ 安全衛生管理体制の整備状況 

令和５(2023)年度の安全衛生管理体制状況は第 24表のとおりである。 

 

  

【第24表】安全衛生管理体制の整備状況

１　総括安全管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等及び産業医の整備状況

総括安全衛生
管理者

選任率 選任率 職場巡視実施率 選任率 職場巡視実施率

市 100.0% 88.9% 100.0% 98.6% 80.9% 

町 - - - 100.0% 55.6% 

一部事務組合等 - - - 62.5% 20.0% 

計 100.0% 88.9% 100.0% 95.8% 72.5% 

安全衛生
推進者等

選任率 選任率 職場巡視実施率 情報提供実施率

市 92.0% 92.8% 37.5% 96.9% 

町 74.5% 100.0% 33.3% 88.9% 

一部事務組合等 65.6% 87.5% 14.3% 57.1% 

計 88.4% 93.7% 34.8% 92.1% 

（注）１　それぞれ労働安全衛生法に基づく選任・設置状況等の割合を計上している。

　　　２　「情報提供を行っている事業場数」は、労働安全衛生法第13条に基づき産業医

　　　　に情報提供している事業場の割合を計上している。

２　安全委員会及び衛生委員会の整備状況

設置率
毎月１回以上
委員会開催率

設置率
毎月１回以上
委員会開催率

市 100.0% 100.0% 92.8% 57.8% 

町 - - 100.0% 0.0% 

一部事務組合等 - - 75.0% 66.7% 

計 100.0% 100.0% 92.6% 46.6% 

（注）　それぞれ労働安全衛生法に基づく選任・設置状況等の割合を計上している。

安全管理者 衛生管理者

安全委員会 衛生委員会

産業医
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資料編 



１　早出遅出勤務制度・フレックスタイム制度の導入状況（令和６(2024)年４月１日現在）

業 務 上 の
早 出 遅 出

育 児 ・ 介 護
の た め の
早 出 遅 出

通勤混雑緩和
の た め の
時 差 通 勤

疲労蓄積防止
の た め の
早 出 遅 出

修学等のため
の 早 出 遅 出

障害の特性等
に 応 じ た
早 出 遅 出

1 宇 都 宮 市 ○ ○
2 足 利 市 ○ ○
3 栃 木 市 ○ ○ ○ ○
4 佐 野 市 ○ ○
5 鹿 沼 市 ○ ○ ○
6 日 光 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 小 山 市 ○ ○
8 真 岡 市 ○ ○ ○ ○
9 大 田 原 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 矢 板 市 ○ ○ ○ ○
11 那 須 塩 原 市 ○ ○ ○
12 さ く ら 市 ○ ○
13 那 須 烏 山 市 ○ ○ ○
14 下 野 市 ○ ○ ○ ○
15 上 三 川 町 ○ ○ ○
16 益 子 町 ○ ○ ○
17 茂 木 町 ○ ○ ○
18 市 貝 町 ○ ○
19 芳 賀 町 ○ ○
20 壬 生 町 ○ ○ ○
21 野 木 町 ○ ○ ○
22 塩 谷 町 ○ ○ ○ ○ ○
23 高 根 沢 町 ○ ○ ○
24 那 須 町 ○ ○
25 那 珂 川 町 ○ ○

8 12 14 4 3 2 2 4
4 6 11 0 0 0 2 8
12 18 25 4 3 2 4 12

（注）１　調査対象は、非現業の一般職に属する職員（会計年度任用職員を除く。）のうち、首長部局に勤務する職員で一般的には月曜日から金
　　　　曜日に勤務し、午後８時30分から午後５時15分の時間帯（それに準じた時間帯）に勤務時間が割り振られている者（交替制等勤務職員は
　　　　除く。）に適用される制度。
　　　２　「時差出勤制度」とは、基本の勤務時間（例：８時30分から17時15分の時間帯）に加えて複数の勤務時間パターンを設定し、公務に支
　　　　障がない範囲内で、職員の申告により勤務時間を割り振る制度を想定。申告に際して理由を問わない点で、各種早出遅出制度とは異なる。
　　　３　「時差出勤制度」を導入している団体において、「各種早出遅出制度」について、時差出勤制度よりも広範な勤務時間パターンの設定
　　　　を行っている場合等、制度を存続させている団体については、「○（導入済）」となっている。

導入済市計
導入済町計
導入済合計

団体名
時 差 出 勤
制 度

各種早出遅出制度

フ レ ッ ク ス
タ イ ム 制 度
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２　年次有給休暇の取得状況

　（令和５(2023）年４月１日～令和６(2024)年３月31日の実績）

総取得日数 全対象職員数 平均取得日数

（A) （B) （A）/（B)

(日) (人) (日)

1 宇 都 宮 市 31,803.0 2,001 15.9

2 足 利 市 6,857.0 577 11.9

3 栃 木 市 11,127.1 753 14.8

4 佐 野 市 7,255.7 496 14.6

5 鹿 沼 市 7,231.4 532 13.6

6 日 光 市 8,508.0 531 16.0

7 小 山 市 11,835.7 815 14.5

8 真 岡 市 5,292.9 351 15.1

9 大 田 原 市 6,002.4 401 15.0

10 矢 板 市 2,012.6 176 11.4

11 那 須 塩 原 市 8,353.4 562 14.9

12 さ く ら 市 3,480.6 243 14.3

13 那 須 烏 山 市 2,563.5 197 13.0

14 下 野 市 4,372.0 288 15.2

15 上 三 川 町 2,101.6 152 13.8

16 益 子 町 1,261.7 107 11.8

17 茂 木 町 1,029.0 86 12.0

18 市 貝 町 1,017.2 70 14.5

19 芳 賀 町 1,473.2 109 13.5

20 壬 生 町 2,356.4 185 12.7

21 野 木 町 1,360.1 104 13.1

22 塩 谷 町 1,473.0 127 11.6

23 高 根 沢 町 1,654.8 122 13.6

24 那 須 町 2,230.0 147 15.2

25 那 珂 川 町 2,024.5 151 13.4

116,695.3 7,923 14.7

17,981.5 1,360 13.2

134,676.8 9,283 14.5

（注）　調査対象は、首長部局に勤務する非現業の一般職に属する

　　　職員のうち、調査対象の全期間在職した者。　　

合　計

団体名

市　計

町　計
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３　介護休暇の取得状況（令和５(2023)年度）

■男性職員 （単位：人）

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他 １月以下
１月超

２月以下
２月超

３月以下
３月超

４月以下
４月超

５月以下
５月超

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

7 小 山 市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那須塩原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。
　　　２　介護休暇取得者数は、令和５(2023)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

団体名
介護休暇
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別） 介護休暇の期間別の取得者数

市　計

町　計

合　計
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３　介護休暇の取得状況（令和５(2023)年度）

■女性職員 （単位：人）

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他 １月以下
１月超

２月以下
２月超

３月以下
３月超

４月以下
４月超

５月以下
５月超

1 宇 都 宮 市 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

8 真 岡 市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那須塩原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

13 那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 3 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 3 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。
　　　２　介護休暇取得者数は、令和５(2023)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

要介護者別の取得者数（職員との続柄別） 介護休暇の期間別の取得者数

市　計

町　計

合　計

団体名
介護休暇
取得者数
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４　介護時間の取得状況（令和５(2023)年度）

■男性職員 （単位：人）

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他 ６月以下
６月超

１年以下
１年超

１年６月以下
１年６月超
２年以下

２年超
２年６月以下 ２年６月超

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。
　　　２　介護時間取得者数は、令和５(2023)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

団体名
介護時間
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別） 介護時間の期間別の取得者数

市　計

町　計

合　計
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４　介護時間の取得状況（令和５(2023)年度）

■女性職員 （単位：人）

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他 ６月以下
６月超

１年以下
１年超

１年６月以下
１年６月超
２年以下

２年超
２年６月以下 ２年６月超

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。
　　　２　介護時間取得者数は、令和５(2023)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

要介護者別の取得者数（職員との続柄別） 介護時間の期間別の取得者数

市　計

町　計

合　計

団体名
介護時間
取得者数
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５-１　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度）
(1)　令和５(2023)年度に新たに取得した育児休業（全部門合計）
■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 76 51 67.1% 29 11 8 1 2 0 0 1 7 21

2 足 利 市 23 12 52.2% 6 4 1 0 1 0 0 0 2 4

3 栃 木 市 20 5 25.0% 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1

4 佐 野 市 29 13 44.8% 6 6 1 0 0 0 0 0 1 5

5 鹿 沼 市 31 13 41.9% 6 4 2 0 1 0 0 0 0 6

6 日 光 市 20 5 25.0% 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3

7 小 山 市 43 24 55.8% 19 3 0 1 1 0 0 1 2 16

8 真 岡 市 3 3 100.0% 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1

9 大 田 原 市 11 6 54.5% 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1

10 矢 板 市 7 3 42.9% 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

11 那 須 塩 原 市 10 8 80.0% 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1

12 さ く ら 市 6 2 33.3% 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

13 那 須 烏 山 市 4 2 50.0% 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 5 4 80.0% 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3

15 上 三 川 町 5 3 60.0% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

16 益 子 町 3 1 33.3% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 2 1 50.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

18 市 貝 町 2 2 100.0% 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 7 4 57.1% 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1

20 壬 生 町 4 4 100.0% 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1

21 野 木 町 2 1 50.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

22 塩 谷 町 3 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

24 那 須 町 5 3 60.0% 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 5 2 40.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

288 151 52.4% 81 41 16 5 8 0 0 3 15 63

39 22 56.4% 10 6 2 2 1 1 0 2 0 8

327 173 52.9% 91 47 18 7 9 1 0 5 15 71
（注）１　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和５(2023)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和５(2023)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

２週間以上
１月以下

市　計

町　計

合　計

１月以下
１月超
３月以下

団体名

令和５(2023)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超 １週間未満

（参考）１月以下の
育児休業承認期間の内訳

１週間以上
２週間未満
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５-１　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度）
(1)　令和５(2023)年度に新たに取得した育児休業（全部門合計）
■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 48 48 100.0% 0 0 0 0 15 21 12

2 足 利 市 17 17 100.0% 0 0 0 0 6 6 5

3 栃 木 市 16 16 100.0% 0 0 0 0 5 9 2

4 佐 野 市 7 7 100.0% 0 0 0 2 1 1 3

5 鹿 沼 市 22 22 100.0% 0 0 0 0 19 3 0

6 日 光 市 8 8 100.0% 0 0 0 0 2 6 0

7 小 山 市 16 16 100.0% 1 0 0 1 5 9 0

8 真 岡 市 8 8 100.0% 0 0 0 1 4 1 2

9 大 田 原 市 9 9 100.0% 0 0 0 0 2 5 2

10 矢 板 市 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 3 0

11 那 須 塩 原 市 16 16 100.0% 0 0 0 0 4 11 1

12 さ く ら 市 8 8 100.0% 0 0 0 0 4 4 0

13 那 須 烏 山 市 5 5 100.0% 0 0 0 0 2 3 0

14 下 野 市 9 9 100.0% 0 0 0 0 4 3 2

15 上 三 川 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0

16 益 子 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0

19 芳 賀 町 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 3 0

20 壬 生 町 7 7 100.0% 0 0 0 0 3 2 2

21 野 木 町 3 3 100.0% 0 0 0 1 0 1 1

22 塩 谷 町 3 3 100.0% 0 0 0 0 2 1 0

23 高 根 沢 町 11 11 100.0% 0 0 0 3 5 3 0

24 那 須 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0

25 那 珂 川 町 7 7 100.0% 0 0 1 0 4 2 0

193 193 100.0% 1 0 0 4 74 85 29

43 43 100.0% 0 0 1 4 18 17 3

236 236 100.0% 1 0 1 8 92 102 32
（注）１　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和５(2023)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

団体名

令和５(2023)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

合　計

市　計

町　計

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育　児　休　業　承　認　期　間
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５-１　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度）
(2)　令和５(2023)年度に新たに取得した育児休業の内訳
■男性職員 （単位：人）

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超
57日以下

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超

1 宇 都 宮 市 51 27 1 5 17 4 24 0 2 4 18

2 足 利 市 12 4 0 1 2 1 8 0 1 2 5

3 栃 木 市 5 1 0 1 0 0 4 0 0 1 3

4 佐 野 市 13 6 0 1 4 1 7 0 0 1 6

5 鹿 沼 市 13 7 0 0 6 1 6 0 0 0 6

6 日 光 市 5 2 0 0 2 0 3 0 0 1 2

7 小 山 市 24 15 1 1 12 1 9 0 1 4 4

8 真 岡 市 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0

9 大 田 原 市 6 2 0 0 0 2 4 0 0 1 3

10 矢 板 市 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2

11 那 須 塩 原 市 8 2 0 0 1 1 6 0 0 0 6

12 さ く ら 市 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1

13 那 須 烏 山 市 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

14 下 野 市 4 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1

15 上 三 川 町 3 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0

16 益 子 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

17 茂 木 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

18 市 貝 町 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

19 芳 賀 町 4 1 1 0 0 0 3 0 0 1 2

20 壬 生 町 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3

21 野 木 町 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

24 那 須 町 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

25 那 珂 川 町 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1

151 73 3 9 48 13 78 0 6 15 57

22 3 2 0 1 0 19 0 0 7 12

173 76 5 9 49 13 97 0 6 22 69

（注）　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

令和５(2023)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児
休業のうち、出生後57日以内に終了しないもの。）

育 児 休 業 承 認 期 間　　

市　計

町　計

合　計

団体名
育児休業
取得者数

令和５(2023)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児
休業のうち、出生後57日以内に終了するもの。）

育 児 休 業 承 認 期 間　　
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５-１　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度）
(2)　令和５(2023)年度に新たに取得した育児休業の内訳
■女性職員 （単位：人）

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超
57日以下

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超

1 宇 都 宮 市 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48

2 足 利 市 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17

3 栃 木 市 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16

4 佐 野 市 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

5 鹿 沼 市 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22

6 日 光 市 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8

7 小 山 市 16 0 0 0 0 0 16 0 0 1 15

8 真 岡 市 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8

9 大 田 原 市 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

10 矢 板 市 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

11 那 須 塩 原 市 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16

12 さ く ら 市 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8

13 那 須 烏 山 市 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

14 下 野 市 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

15 上 三 川 町 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

16 益 子 町 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

19 芳 賀 町 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

20 壬 生 町 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

21 野 木 町 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

22 塩 谷 町 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

23 高 根 沢 町 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11

24 那 須 町 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

25 那 珂 川 町 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

193 0 0 0 0 0 193 0 0 1 192

43 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43

236 0 0 0 0 0 236 0 0 1 235

（注）　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

育 児 休 業 承 認 期 間　　 育 児 休 業 承 認 期 間　　

市　計

町　計

合　計

団体名
育児休業
取得者数

令和５(2023)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児
休業のうち、出生後57日以内に終了するもの。）

令和５(2023)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児
休業のうち、出生後57日以内に終了しないもの。）
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５-１　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度）

(3)　令和５(2023)年度に再度取得した育児休業

■男性職員 （単位：人）

合計 １月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

1 宇 都 宮 市 5 3 2 0 0 0 0 0

2 足 利 市 1 1 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 1 1 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 3 3 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 1 1 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 1 1 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 2 0 2 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 2 1 0 0 1 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 1 1 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

16 11 4 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0

17 12 4 0 1 0 0 0

団体名

再び育児休業を取得したもの
（条例で定める特別の事情による再度の取得を除く）

育　児　休　業　承　認　期　間　　　　　

市　計

町　計

合　計
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５-１　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度）

(3)　令和５(2023)年度に再度取得した育児休業

■女性職員 （単位：人）

合計 １月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 1 0 0 0 1 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0合　計

市　計

町　計

育　児　休　業　承　認　期　間　　　　　団体名

再び育児休業を取得したもの
（条例で定める特別の事情による再度の取得を除く）
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５-１-１　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度・一般行政部門）

１　令和５(2023)年度中に新たに取得した育児休業（一般行政部門）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 47 39 83.0% 19 10 8 1 1 0 0 1 4 14

2 足 利 市 14 11 78.6% 6 3 1 0 1 0 0 0 2 4

3 栃 木 市 10 5 50.0% 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1

4 佐 野 市 16 10 62.5% 4 5 1 0 0 0 0 0 1 3

5 鹿 沼 市 16 12 75.0% 5 4 2 0 1 0 0 0 0 5

6 日 光 市 7 4 57.1% 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2

7 小 山 市 23 19 82.6% 14 3 0 1 1 0 0 0 1 13

8 真 岡 市 2 2 100.0% 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

9 大 田 原 市 10 6 60.0% 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1

10 矢 板 市 6 3 50.0% 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

11 那 須 塩 原 市 10 8 80.0% 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1

12 さ く ら 市 6 2 33.3% 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

13 那 須 烏 山 市 4 2 50.0% 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 3 2 66.7% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

15 上 三 川 町 4 2 50.0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

16 益 子 町 3 1 33.3% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

18 市 貝 町 2 2 100.0% 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 7 4 57.1% 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1

20 壬 生 町 4 4 100.0% 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1

21 野 木 町 2 1 50.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

22 塩 谷 町 3 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

24 那 須 町 4 3 75.0% 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 4 2 50.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

174 125 71.8% 59 38 16 5 7 0 0 2 11 46

35 21 60.0% 9 6 2 2 1 1 0 2 0 7

209 146 69.9% 68 44 18 7 8 1 0 4 11 53

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和５(2023)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和５(2023)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

市　計

町　計

合　計

１週間未満
１週間以上
２週間未満

（参考）１月以下の
育児休業承認期間の内訳

２週間以上
１月以下

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

団体名

令和５(2023)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

12月超
24月以下

24月超
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５-１-１　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度・一般行政部門）

１　令和５(2023)年度中に新たに取得した育児休業（一般行政部門）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 45 45 100.0% 0 0 0 0 14 21 10

2 足 利 市 13 13 100.0% 0 0 0 0 4 5 4

3 栃 木 市 15 15 100.0% 0 0 0 0 5 8 2

4 佐 野 市 6 6 100.0% 0 0 0 2 1 0 3

5 鹿 沼 市 18 18 100.0% 0 0 0 0 16 2 0

6 日 光 市 8 8 100.0% 0 0 0 0 2 6 0

7 小 山 市 12 12 100.0% 0 0 0 1 4 7 0

8 真 岡 市 4 4 100.0% 0 0 0 1 2 1 0

9 大 田 原 市 9 9 100.0% 0 0 0 0 2 5 2

10 矢 板 市 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 3 0

11 那 須 塩 原 市 16 16 100.0% 0 0 0 0 4 11 1

12 さ く ら 市 8 8 100.0% 0 0 0 0 4 4 0

13 那 須 烏 山 市 5 5 100.0% 0 0 0 0 2 3 0

14 下 野 市 9 9 100.0% 0 0 0 0 4 3 2

15 上 三 川 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0

16 益 子 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

19 芳 賀 町 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 3 0

20 壬 生 町 6 6 100.0% 0 0 0 0 3 2 1

21 野 木 町 3 3 100.0% 0 0 0 1 0 1 1

22 塩 谷 町 3 3 100.0% 0 0 0 0 2 1 0

23 高 根 沢 町 11 11 100.0% 0 0 0 3 5 3 0

24 那 須 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

25 那 珂 川 町 6 6 100.0% 0 0 0 0 4 2 0

172 172 100.0% 0 0 0 4 65 79 24

39 39 100.0% 0 0 0 4 18 15 2

211 211 100.0% 0 0 0 8 83 94 26

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和５(2023)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

市　計

町　計

合　計

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育児休業
取得者数団体名

令和５(2023)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数
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５-１-２　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度・公営企業等）

１　令和５(2023)年度中に新たに取得した育児休業（公営企業等）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 4 3 75.0% 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 2 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 3 2 66.7% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

5 鹿 沼 市 2 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

15 上 三 川 町 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 6 42.9% 4 1 0 0 1 0 0 0 0 4

2 1 50.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

16 7 43.8% 5 1 0 0 1 0 0 0 0 5

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和５(2023)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和５(2023)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

市　計

町　計

合　計

１週間未満
１週間以上
２週間未満

（参考）１月以下の
育児休業承認期間の内訳

２週間以上
１月以下

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

団体名

令和５(2023)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

12月超
24月以下

24月超
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５-１-２　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度・公営企業等）

１　令和５(2023)年度中に新たに取得した育児休業（公営企業等）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和５(2023)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

市　計

町　計

合　計

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育児休業
取得者数団体名

令和５(2023)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数
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５-１-３　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度・消防部門）

１　令和５(2023)年度中に新たに取得した育児休業（消防部門）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 19 5 26.3% 4 1 0 0 0 0 0 0 2 2

2 足 利 市 8 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 8 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 10 1 10.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 鹿 沼 市 13 1 7.7% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6 日 光 市 10 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 17 4 23.5% 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2

85 11 12.9% 10 1 0 0 0 0 0 1 3 6
（注）１　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和５(2023)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和５(2023)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)
1 宇 都 宮 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0

3 3 100.0% 0 0 0 0 0 2 1

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和５(2023)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育児休業
取得者数団体名

令和５(2023)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

市　計

市　計

団体名

令和５(2023)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

24月超 １週間未満
１週間以上
２週間未満

（参考）１月以下の
育児休業承認期間の内訳

２週間以上
１月以下

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下
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５-１-４　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度・教育委員会）

１　令和５(2023)年度中に新たに取得した育児休業（教育委員会）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 6 4 66.7% 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3

2 足 利 市 1 1 100.0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 3 1 33.3% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

7 小 山 市 3 1 33.3% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8 真 岡 市 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 9 60.0% 8 1 0 0 0 0 0 0 1 7

2 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 9 52.9% 8 1 0 0 0 0 0 0 1 7

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和５(2023)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和５(2023)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

市　計

町　計

合　計

１週間未満
１週間以上
２週間未満

（参考）１月以下の
育児休業承認期間の内訳

２週間以上
１月以下

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

団体名

令和５(2023)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

12月超
24月以下

24月超
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５-１-４　育児休業等の取得状況（令和５(2023)年度・教育委員会）

１　令和５(2023)年度中に新たに取得した育児休業（教育委員会）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 1

2 足 利 市 4 4 100.0% 0 0 0 0 2 1 1

3 栃 木 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

4 佐 野 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

5 鹿 沼 市 4 4 100.0% 0 0 0 0 3 1 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 2 2 100.0% 1 0 0 0 1 0 0

8 真 岡 市 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 0 2

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

25 那 珂 川 町 1 1 100.0% 0 0 1 0 0 0 0

17 17 100.0% 1 0 0 0 8 4 4

4 4 100.0% 0 0 1 0 0 2 1

21 21 100.0% 1 0 1 0 8 6 5

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和５(2023)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

市　計

町　計

合　計

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育児休業
取得者数団体名

令和５(2023)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数
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５-２　部分休業・育児短時間勤務の取得状況（令和５(2023)年度）

１　部分休業及び育児短時間勤務の取得状況

■男性職員 （単位：人）

1 宇 都 宮 市 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那須塩原市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 13 0 0 0 1 0 2 5 3 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 13 0 0 0 1 0 2 5 3 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
（注）　「部分休業取得者数数」「育児短時間勤務取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

その他

育児短時間勤務職員の勤務形態

1日3時間
55分

1日4時間
55分

週３日 週２日半
団体名

市　計

町　計

合　計

２年超
３年以下

３年超
４年以下

部分休業
取得者数

部分休業承認期間

４年超
５年以下

育児
短時間勤務
取得者数

育児短時間勤務承認期間

１年以下
30分超
60分以下

５年超

１日の部分休業取得時間（平均）

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超30分以下
60分超
90分以下

90分超 ３月以下
１年超
２年以下
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５-２　部分休業・育児短時間勤務の取得状況（令和５(2023)年度）

１　部分休業及び育児短時間勤務の取得状況

■女性職員 （単位：人）

1 宇 都 宮 市 20 20 0 0 0 0 0 1 11 2 6 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0

2 足 利 市 8 8 0 0 0 0 0 2 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

3 栃 木 市 28 28 0 0 0 0 0 3 18 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 7 4 0 0 0 0 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 10 6 0 0 2 2 0 1 4 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

6 日 光 市 8 5 0 0 0 2 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 12 12 0 0 0 0 0 1 4 5 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

8 真 岡 市 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0

9 大 田 原 市 7 7 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那須塩原市 11 10 0 0 0 0 1 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 6 6 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

13 那須烏山市 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 4 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 3 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 5 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 113 1 0 2 4 5 13 51 29 32 8 1 3 0 4 3 2 1 2 0

22 19 2 1 0 0 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 132 3 1 2 4 5 13 65 37 32 8 1 3 0 4 3 2 1 2 0
（注）　「部分休業取得者数数」「育児短時間勤務取得者数」には、令和４(2022)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和５(2023)年度から新たに取得した者が含まれる。

市　計

町　計

合　計

育児短時間勤務職員の勤務形態

その他
1日3時間
55分

1日4時間
55分

週３日 週２日半
団体名

育児
短時間勤務
取得者数

育児短時間勤務承認期間

１年以下
１年超
２年以下

２年超
３年以下

３年超
４年以下

４年超
５年以下

５年超 30分以下
30分超
60分以下

60分超
90分以下

90分超 ３月以下
３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超

部分休業
取得者数

部分休業承認期間 １日の部分休業取得時間（平均）
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５-３　配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得状況（令和５(2023)年度）

１　配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得者数 （単位：人）

（A） 取得職員数 (B)/(A) 取得職員数 (C)/(A) 取得職員数 (D)/(A) 取得職員数 (E)/(A)

1 宇 都 宮 市 76 68 89.5% 48 63.2% 70 92.1% 39 51.3%

2 足 利 市 23 22 95.7% 16 69.6% 22 95.7% 15 65.2%

3 栃 木 市 20 20 100.0% 16 80.0% 20 100.0% 12 60.0%

4 佐 野 市 29 25 86.2% 16 55.2% 26 89.7% 13 44.8%

5 鹿 沼 市 31 21 67.7% 16 51.6% 23 74.2% 13 41.9%

6 日 光 市 20 17 85.0% 13 65.0% 19 95.0% 7 35.0%

7 小 山 市 43 31 72.1% 26 60.5% 35 81.4% 23 53.5%

8 真 岡 市 3 0 0.0% 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0%

9 大 田 原 市 11 6 54.5% 6 54.5% 8 72.7% 3 27.3%

10 矢 板 市 7 7 100.0% 4 57.1% 7 100.0% 4 57.1%

11 那 須 塩 原 市 10 6 60.0% 6 60.0% 7 70.0% 2 20.0%

12 さ く ら 市 6 6 100.0% 4 66.7% 6 100.0% 3 50.0%

13 那 須 烏 山 市 4 2 50.0% 2 50.0% 2 50.0% 2 50.0%

14 下 野 市 5 5 100.0% 2 40.0% 5 100.0% 2 40.0%

15 上 三 川 町 5 4 80.0% 4 80.0% 5 100.0% 3 60.0%

16 益 子 町 3 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

17 茂 木 町 2 2 100.0% 1 50.0% 2 100.0% 0 0.0%

18 市 貝 町 2 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%

19 芳 賀 町 7 4 57.1% 2 28.6% 4 57.1% 2 28.6%

20 壬 生 町 4 1 25.0% 2 50.0% 2 50.0% 2 50.0%

21 野 木 町 2 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0%

22 塩 谷 町 3 3 100.0% 1 33.3% 3 100.0% 0 0.0%

23 高 根 沢 町 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

24 那 須 町 5 4 80.0% 4 80.0% 4 80.0% 3 60.0%

25 那 珂 川 町 5 4 80.0% 1 20.0% 5 100.0% 1 20.0%

288 236 81.9% 178 61.8% 253 87.8% 141 49.0%

39 24 61.5% 18 46.2% 28 71.8% 13 33.3%

327 260 79.5% 196 59.9% 281 85.9% 154 47.1%

（注）１　「配偶者出産休暇」は、妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うために、妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後２週間を経過するまでの期間において、２日の範囲内で与えられる特別休暇。

　　　２　「育児参加のための休暇」は、妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、妻の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合は14週間）前の日から

　　　　当該出産の日後１年を経過する日までの期間において、子を養育するために５日の範囲内で与えられる特別休暇。
　　 ３　各男性職員数は全部門（一般行政部門、公営企業等、消防部門、教育委員会）の合計。

市　計

町　計

合　計

団体名

令和５(2023)
年度中に新た
に育児休業等
が取得可能と
なった男性職

員数

配偶者出産休暇を取得した
職員数(B)

育児参加のための休暇を
取得した職員数(C)

配偶者出産休暇又は育児参加
のための休暇を取得した職員
数(D=B+C-両休暇とも取得した

職員数)

配偶者出産休暇と育児参加の
ための休暇を合わせて５日以

上取得した職員数(E)
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６　時間外勤務の状況
(1)　平均時間外勤務時間数の状況 （単位：時間）

職員１人当たり
月平均

職員１人当たり
年平均

職員１人当たり
月平均

職員１人当たり
年平均

時間(月) 時間(年)

1 宇 都 宮 市 16.5 197.7 15.3 183.3 ▲ 1.2 ▲ 14.4

2 足 利 市 19.8 237.8 17.6 211.5 ▲ 2.2 ▲ 26.3

3 栃 木 市 13.9 167.2 12.9 154.7 ▲ 1.0 ▲ 12.5

4 佐 野 市 17.1 204.8 11.2 134.3 ▲ 5.9 ▲ 70.5

5 鹿 沼 市 14.3 171.8 13.0 155.7 ▲ 1.3 ▲ 16.1

6 日 光 市 12.6 150.8 9.8 117.1 ▲ 2.8 ▲ 33.7

7 小 山 市 13.2 158.3 12.7 152.2 ▲ 0.5 ▲ 6.1

8 真 岡 市 11.8 141.8 7.8 94.0 ▲ 4.0 ▲ 47.8

9 大 田 原 市 5.9 71.4 5.9 71.1 0.0 ▲ 0.3

10 矢 板 市 10.3 123.6 9.4 113.3 ▲ 0.9 ▲ 10.3

11 那 須 塩 原 市 20.0 240.5 17.9 215.0 ▲ 2.1 ▲ 25.5

12 さ く ら 市 14.7 175.9 12.4 148.8 ▲ 2.3 ▲ 27.1

13 那 須 烏 山 市 12.2 146.9 9.8 117.7 ▲ 2.4 ▲ 29.2

14 下 野 市 16.1 193.1 16.0 191.5 ▲ 0.1 ▲ 1.6

15 上 三 川 町 11.8 142.2 10.1 121.1 ▲ 1.7 ▲ 21.1

16 益 子 町 11.3 135.8 11.3 135.4 0.0 ▲ 0.4

17 茂 木 町 9.5 114.6 8.6 103.8 ▲ 0.9 ▲ 10.8

18 市 貝 町 13.0 156.0 10.5 126.3 ▲ 2.5 ▲ 29.7

19 芳 賀 町 15.8 189.4 16.3 195.1 0.5 5.7

20 壬 生 町 16.9 203.0 16.0 191.9 ▲ 0.9 ▲ 11.1

21 野 木 町 10.6 126.9 9.9 118.6 ▲ 0.7 ▲ 8.3

22 塩 谷 町 15.6 186.9 17.1 204.8 1.5 17.9

23 高 根 沢 町 15.4 184.8 15.5 185.4 0.1 0.6

24 那 須 町 9.3 111.6 10.7 128.1 1.4 16.5

25 那 珂 川 町 11.9 142.4 13.1 157.0 1.2 14.6

15.1 181.8 13.3 159.7 ▲ 1.8 ▲ 22.1

12.8 153.8 12.7 152.3 ▲ 0.1 ▲ 1.5

14.8 177.9 13.2 158.7 ▲ 1.6 ▲ 19.2
（注）１　調査対象は、消防部門及び教育委員会以外の部門に属する職員のうち、管理監督職員（管理職手当を支給される職及びこれに準じる職として条例で定め

　　　　る職に任用されている職員）を除いた職員である。

　　　２　「時間(年)」は、対象団体の年間総時間を、「平均職員数（対象団体の各月の職員数を足し上げた数を12で除したもの）」で除したものである。

合　計

団体名

令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 増減

市　計

町　計
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６　時間外勤務の状況
(2)　時間外勤務の時間数が月45時間を超える職員の状況 （単位：人）

調査対象
延べ人数
（年間）

45時間超
45時間超
100時間
未満

100時間
以上

調査対象
延べ人数
（年間）

45時間超
45時間超
100時間
未満

100時間
以上

45時間超
45時間超
100時間
未満

100時間
以上

30,033 2,424 2,238 186 29,295 1,883 1,773 110 ▲ 541 ▲ 465 ▲ 76

100.0% 8.07% 7.45% 0.62% 100.0% 6.43% 6.05% 0.38% ▲1.64% ▲1.40% ▲0.24%

7,020 692 658 34 6,994 505 486 19 ▲ 187 ▲ 172 ▲ 15

100.0% 9.86% 9.37% 0.48% 100.0% 7.22% 6.95% 0.27% ▲2.64% ▲2.42% ▲0.21%

9,884 608 556 52 10,035 564 522 42 ▲ 44 ▲ 34 ▲ 10

100.0% 6.15% 5.63% 0.53% 100.0% 5.62% 5.20% 0.42% ▲0.53% ▲0.42% ▲0.11%

7,657 466 413 53 7,735 339 310 29 ▲ 127 ▲ 103 ▲ 24

100.0% 6.09% 5.39% 0.69% 100.0% 4.38% 4.01% 0.37% ▲1.70% ▲1.39% ▲0.32%

6,324 268 261 7 6,414 226 214 12 ▲ 42 ▲ 47 5

100.0% 4.24% 4.13% 0.11% 100.0% 3.52% 3.34% 0.19% ▲0.71% ▲0.79% 0.08%

6,110 375 330 45 5,977 198 179 19 ▲ 177 ▲ 151 ▲ 26

100.0% 6.14% 5.40% 0.74% 100.0% 3.31% 2.99% 0.32% ▲2.82% ▲2.41% ▲0.42%

9,404 573 521 52 9,389 548 523 25 ▲ 25 2 ▲ 27

100.0% 6.09% 5.54% 0.55% 100.0% 5.84% 5.57% 0.27% ▲0.26% 0.03% ▲0.29%

2,907 27 27 0 4,158 38 38 0 11 11 0

100.0% 0.93% 0.93% 0.00% 100.0% 0.91% 0.91% 0.00% ▲0.01% ▲0.01% 0.00%

5,309 72 72 0 5,436 76 76 0 4 4 0

100.0% 1.36% 1.36% 0.00% 100.0% 1.40% 1.40% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00%

1,710 36 35 1 1,611 43 43 0 7 8 ▲ 1

100.0% 2.11% 2.05% 0.06% 100.0% 2.67% 2.67% 0.00% 0.56% 0.62% ▲0.06%

7,118 1,054 991 63 7,269 856 822 34 ▲ 198 ▲ 169 ▲ 29

100.0% 14.81% 13.92% 0.89% 100.0% 11.78% 11.31% 0.47% ▲3.03% ▲2.61% ▲0.42%

2,627 138 129 9 2,654 95 91 4 ▲ 43 ▲ 38 ▲ 5

100.0% 5.25% 4.91% 0.34% 100.0% 3.58% 3.43% 0.15% ▲1.67% ▲1.48% ▲0.19%

1,894 78 72 6 2,089 46 45 1 ▲ 32 ▲ 27 ▲ 5

100.0% 4.12% 3.80% 0.32% 100.0% 2.20% 2.15% 0.05% ▲1.92% ▲1.65% ▲0.27%

2,587 181 180 1 2,676 203 200 3 22 20 2

100.0% 7.00% 6.96% 0.04% 100.0% 7.59% 7.47% 0.11% 0.59% 0.52% 0.07%

1,822 50 50 0 1,878 34 34 0 ▲ 16 ▲ 16 0

100.0% 2.74% 2.74% 0.00% 100.0% 1.81% 1.81% 0.00% ▲0.93% ▲0.93% 0.00%

1,320 22 22 0 1,356 49 48 1 27 26 1

100.0% 1.67% 1.67% 0.00% 100.0% 3.61% 3.54% 0.07% 1.95% 1.87% 0.07%

1,188 24 24 0 1,236 15 13 2 ▲ 9 ▲ 11 2

100.0% 2.02% 2.02% 0.00% 100.0% 1.21% 1.05% 0.16% ▲0.81% ▲0.97% 0.16%

732 32 32 0 840 12 12 0 ▲ 20 ▲ 20 0

100.0% 4.37% 4.37% 0.00% 100.0% 1.43% 1.43% 0.00% ▲2.94% ▲2.94% 0.00%

1,401 71 70 1 1,365 105 105 0 34 35 ▲ 1

100.0% 5.07% 5.00% 0.07% 100.0% 7.69% 7.69% 0.00% 2.62% 2.70% ▲0.07%

2,229 232 223 9 2,153 186 186 0 ▲ 46 ▲ 37 ▲ 9

100.0% 10.41% 10.00% 0.40% 100.0% 8.64% 8.64% 0.00% ▲1.77% ▲1.37% ▲0.40%

1,329 48 46 2 1,359 29 24 5 ▲ 19 ▲ 22 3

100.0% 3.61% 3.46% 0.15% 100.0% 2.13% 1.77% 0.37% ▲1.48% ▲1.70% 0.22%

1,032 72 70 2 1,032 83 80 3 11 10 1

100.0% 6.98% 6.78% 0.19% 100.0% 8.04% 7.75% 0.29% 1.07% 0.97% 0.10%

1,308 95 91 4 1,356 72 71 1 ▲ 23 ▲ 20 ▲ 3

100.0% 7.26% 6.96% 0.31% 100.0% 5.31% 5.24% 0.07% ▲1.95% ▲1.72% ▲0.23%

2,088 63 63 0 1,741 63 63 0 0 0 0

100.0% 3.02% 3.02% 0.00% 100.0% 3.62% 3.62% 0.00% 0.60% 0.60% 0.00%

1,838 25 25 0 1,802 44 44 0 19 19 0

100.0% 1.36% 1.36% 0.00% 100.0% 2.44% 2.44% 0.00% 1.08% 1.08% 0.00%

100,584 6,992 6,483 509 101,732 5,620 5,322 298 ▲ 1,372 ▲ 1,161 ▲ 211

100.0% 6.95% 6.45% 0.51% 100.0% 5.52% 5.23% 0.29% ▲1.43% ▲1.21% ▲0.21%

16,287 734 716 18 16,118 692 680 12 ▲ 42 ▲ 36 ▲ 6

100.0% 4.51% 4.40% 0.11% 100.0% 4.29% 4.22% 0.07% ▲0.21% ▲0.18% ▲0.04%

116,871 7,726 7,199 527 117,850 6,312 6,002 310 ▲ 1,414 ▲ 1,197 ▲ 217

100.0% 6.61% 6.16% 0.45% 100.0% 5.36% 5.09% 0.26% ▲1.25% ▲1.07% ▲0.19%

（注）　調査対象は、消防部門及び教育委員会以外の部門に属する職員のうち、管理監督職員（管理職手当を支給される職及びこれに準じる職として条例で定める職に任用されている職員）を除いた職員である。

22 塩 谷 町

23 高 根 沢 町

合　計

24 那 須 町

25 那 珂 川 町

市　計

町　計

19 芳 賀 町

20 壬 生 町

21 野 木 町

16 益 子 町

17 茂 木 町

18 市 貝 町

13 那 須 烏 山 市

14 下 野 市

15 上 三 川 町

10 矢 板 市

11 那 須 塩 原 市

12 さ く ら 市

7 小 山 市

8 真 岡 市

9 大 田 原 市

4 佐 野 市

5 鹿 沼 市

6 日 光 市

2 足 利 市

団体名

3 栃 木 市

令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 R４(2022)→R５(2023)増減

1 宇 都 宮 市
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６　時間外勤務の状況
(3)　勤務時間管理の実施方法の状況

勤務管理者の現認
による確認・記録

タイムカード、IC
カード、パソコンの
使用時間等の客観的
な記録による確認・

記録

職員本人からの
自己申告（システ
ム入力等）による
確認・記録

職員本人からの
自己申告（紙媒
体）による確認・

記録

1 宇 都 宮 市 ○ ○

2 足 利 市 ○ ○

3 栃 木 市 ○ ○

4 佐 野 市 ○

5 鹿 沼 市 ○ ○ ○ ○

6 日 光 市 ○ ○

7 小 山 市 ○ ○

8 真 岡 市 ○

9 大 田 原 市 ○

10 矢 板 市 ○ ○

11 那 須 塩 原 市 ○

12 さ く ら 市 ○ ○

13 那 須 烏 山 市 ○ ○

14 下 野 市 ○ ○

15 上 三 川 町 ○ ○

16 益 子 町 ○

17 茂 木 町 ○ ○

18 市 貝 町 ○ ○

19 芳 賀 町 ○ ○

20 壬 生 町 ○ ○

21 野 木 町 ○ ○

22 塩 谷 町 ○ ○

23 高 根 沢 町 ○ ○

24 那 須 町 ○ ○

25 那 珂 川 町 ○ ○

5 7 6 4 4

2 2 3 7 7

7 9 9 11 11
※　「職員本人からの自己申告のみ」欄には、「勤務時間管理方法」欄のうち「職員本人からの自己申告（システム入力等）による確認・記録」
　「職員本人からの自己申告（紙媒体）による確認・記録」のいずれか又は両方の方法しか講じていない団体数を計上している。

合　計

団体名
職員本人からの
自己申告のみ※

実施の方法

市　計

町　計
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７　職員採用競争試験の実施状況（令和５(2023)年度） （単位：人）

うち
女性

うち
女性

うち
女性

うち
女性

うち
女性

1 宇 都 宮 市 555 106 83 40 22 6 6 6 232 48 33 14 0 0 0 0 809 160 122 60 

2 足 利 市 5 2 1 1 7 2 2 1 149 25 23 7 0 0 0 0 161 29 26 9 

3 栃 木 市 8 4 3 3 26 7 7 4 94 20 20 6 0 0 0 0 128 31 30 13 

4 佐 野 市 9 3 3 3 7 3 2 1 136 37 34 10 0 0 0 0 152 43 39 14 

5 鹿 沼 市 7 2 2 2 8 6 6 6 179 47 31 15 0 0 0 0 194 55 39 23 

6 日 光 市 6 0 0 0 3 0 0 0 158 29 25 9 0 0 0 0 167 29 25 9 

7 小 山 市 17 12 12 9 23 8 8 8 160 39 36 6 0 0 0 0 200 59 56 23 

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 60 17 17 11 0 0 0 0 60 17 17 11 

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 56 12 12 7 0 0 0 0 56 12 12 7 

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 65 12 9 5 0 0 0 0 65 12 9 5 

11 那須塩原市 67 19 19 4 0 0 0 0 57 13 10 7 0 0 0 0 124 32 29 11 

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 48 10 10 4 0 0 0 0 48 10 10 4 

13 那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 56 17 15 4 0 0 0 0 56 17 15 4 

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 48 13 12 9 0 0 0 0 48 13 12 9 

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 34 10 10 2 0 0 0 0 34 10 10 2 

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 4 0 0 0 0 0 11 5 4 0 

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 2 2 18 2 0 0 29 5 2 2 

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 4 2 0 0 0 0 8 5 4 2 

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8 8 6 5 1 1 0 47 9 9 6 

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 48 11 11 8 0 0 0 0 48 11 11 8 

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 55 10 10 5 0 0 0 0 55 10 10 5 

22 塩 谷 町 3 2 2 1 1 1 1 0 32 9 9 6 0 0 0 0 36 12 12 7 

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 21 5 5 5 48 5 5 2 0 0 0 0 69 10 10 7 

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 27 19 16 10 0 0 0 0 27 19 16 10 

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 2 2 2 2 38 9 9 4 0 0 0 0 40 11 11 6 

674 148 123 62 96 32 31 26 1,498 339 287 114 0 0 0 0 2,268 519 441 202 

3 2 2 1 24 8 8 7 354 94 88 47 23 3 1 0 404 107 99 55 

677 150 125 63 120 40 39 33 1,852 433 375 161 23 3 1 0 2,672 626 540 257 

（注）１　令和５(2023)年度から、男女別の受験者及び合格者は調査せず、男女別の採用者数のみ調査。

町  計

合　計

合格
者数

採用者数
受験
者数

合格
者数

採用者数

市　計

合格
者数

採用者数
受験
者数

合格
者数

採用者数
受験
者数

団体名

上級又は大学卒業程度の試験 中級又は短大卒業程度の試験 初級又は高校卒業程度の試験 その他の試験 合　　　計

受験
者数

合格
者数

採用者数
受験
者数
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８　中途採用試験の実施状況 （単位：人）

実施団体 受験者数 採用者数 実施団体 受験者数 採用者数 実施団体 受験者数 採用者数

1 宇 都 宮 市 ○ 146 19 ○ 146 19

2 足 利 市 ○ 34 2 ○ 34 2

3 栃 木 市

4 佐 野 市 ○ 27 0 ○ 27 0

5 鹿 沼 市

6 日 光 市 ○ 2 1 ○ 2 1

7 小 山 市 ○ 78 18 ○ 78 18

8 真 岡 市 ○ 23 3 ○ 23 3

9 大 田 原 市

10 矢 板 市

11 那 須 塩 原 市

12 さ く ら 市

13 那 須 烏 山 市 ○ 11 4 ○ 7 1 ○ 4 3

14 下 野 市 ○ 12 5 ○ 12 5

15 上 三 川 町

16 益 子 町

17 茂 木 町 ○ 7 1 ○ 7 1

18 市 貝 町

19 芳 賀 町 ○ 5 1 ○ 5 1

20 壬 生 町

21 野 木 町

22 塩 谷 町

23 高 根 沢 町 ○ 15 1 ○ 15 1

24 那 須 町

25 那 珂 川 町

8 333 52 7 183 30 2 150 22

3 27 3 3 27 3 0 0 0

11 360 55 10 210 33 2 150 22

（注）１　「経験者採用試験」とは、民間企業に勤務する等一定の社会経験を有する者を対象とした採用試験

　　　２　「経験不問の採用試験」とは、主に新卒者を対象に行う採用試験及び「経験者採用試験」以外の採用試験

町　計

合　計

団体名

中途採用試験
（令和５(2023)年度中に実施したもの） 経験者採用試験 経歴不問の中途採用試験

市　計
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９　ストレスチェック・集団分析の実施状況（令和５(2023)年度）

(1)　ストレスチェック・集団分析の団体別実施状況

ストレスチェック 集 団 分 析 集団分析結果
実施事業場数 実施事業場率 実施事業場数 実施事業場率 活用事業場数 活用事業場率

a b b/a c c/b d d/c
1 宇 都 宮 市 170 170 100.0% 170 100.0% 170 100.0% 

2 足 利 市 93 93 100.0% 93 100.0% 93 100.0% 

3 栃 木 市 101 101 100.0% 101 100.0% 101 100.0% 

4 佐 野 市 70 70 100.0% 43 61.4% 43 100.0% 

5 鹿 沼 市 81 81 100.0% 81 100.0% 81 100.0% 

6 日 光 市 86 86 100.0% 86 100.0% 86 100.0% 

7 小 山 市 71 71 100.0% 71 100.0% 71 100.0% 

8 真 岡 市 48 47 97.9% 47 100.0% 47 100.0% 

9 大 田 原 市 50 50 100.0% 48 96.0% 48 100.0% 

10 矢 板 市 13 13 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 

11 那 須 塩 原 市 77 77 100.0% 77 100.0% 77 100.0% 

12 さ く ら 市 21 21 100.0% 21 100.0% 21 100.0% 

13 那 須 烏 山 市 17 17 100.0% 17 100.0% 17 100.0% 

14 下 野 市 34 34 100.0% 34 100.0% 34 100.0% 

15 上 三 川 町 13 13 100.0% 13 100.0% 11 84.6% 

16 益 子 町 19 19 100.0% 19 100.0% 19 100.0% 

17 茂 木 町 14 14 100.0% 14 100.0% 14 100.0% 

18 市 貝 町 9 9 100.0% 9 100.0% 9 100.0% 

19 芳 賀 町 11 11 100.0% 11 100.0% 11 100.0% 

20 壬 生 町 32 32 100.0% 32 100.0% 10 31.3% 

21 野 木 町 16 16 100.0% 16 100.0% 16 100.0% 

22 塩 谷 町 12 12 100.0% 12 100.0% 12 100.0% 

23 高 根 沢 町 16 16 100.0% 16 100.0% 16 100.0% 

24 那 須 町 24 24 100.0% 24 100.0% 24 100.0% 

25 那 珂 川 町 13 13 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 2 2 100.0% 0 0.0% 0 - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 1 1 100.0% 0 0.0% 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 1 0 0.0% 0 - 0 - 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 11 11 100.0% 11 100.0% 0 0.0% 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 5 5 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 9 9 100.0% 0 0.0% 0 - 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 1 0 0.0% 0 - 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 1 1 100.0% 0 0.0% 0 - 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 9 9 100.0% 9 100.0% 9 100.0% 

932 931 99.9% 902 96.9% 902 100.0% 

179 179 100.0% 179 100.0% 155 86.6% 

45 43 95.6% 30 69.8% 15 50.0% 

1,156 1,153 99.7% 1,111 96.4% 1,072 96.5% 

（注）１　「ストレスチェック」とは、労働安全衛生法第66条の10第１項に規定する「心理的な負担の程度を把握するための検査」をいう。

　　　２　「ストレスチェック実施事業場数」欄には、事業場の規模に関わらず、ストレスチェックを実施した事業場数を計上している。

　　　３　「集団分析」は、労働安全衛生規則第52条の14に規定されており、事業者は、ストレスチェックの実施者に対してストレスチェック結果を一定規模の集団ご

　　　　とに集計、分析させ、その結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減する

　　　　ための適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととされている。

　　　４　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

 団体名
事業場数

市 計

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計
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９　ストレスチェック・集団分析の実施状況（令和５(2023)年度）

(2)　ストレスチェック・面接指導の団体区分別受診職員数

職員数 割合 職員数 実施事業場率 職員数 活用事業場率

a b b/a c c/b d d/c
1 宇 都 宮 市 5,834 5,683 97.4% 728 12.8% 54 7.4% 

2 足 利 市 2,489 2,062 82.8% 216 10.5% 1 0.5% 

3 栃 木 市 2,672 2,466 92.3% 288 11.7% 9 3.1% 

4 佐 野 市 2,095 2,067 98.7% 215 10.4% 14 6.5% 

5 鹿 沼 市 2,074 1,985 95.7% 221 11.1% 64 29.0% 

6 日 光 市 1,755 1,738 99.0% 172 9.9% 1 0.6% 

7 小 山 市 2,411 2,378 98.6% 245 10.3% 8 3.3% 

8 真 岡 市 1,317 1,172 89.0% 107 9.1% 4 3.7% 

9 大 田 原 市 1,503 1,332 88.6% 95 7.1% 2 2.1% 

10 矢 板 市 530 519 97.9% 47 9.1% 1 2.1% 

11 那 須 塩 原 市 2,027 1,823 89.9% 208 11.4% 8 3.8% 

12 さ く ら 市 756 751 99.3% 80 10.7% 0 0.0% 

13 那 須 烏 山 市 491 485 98.8% 16 3.3% 0 0.0% 

14 下 野 市 940 898 95.5% 89 9.9% 26 29.2% 

15 上 三 川 町 455 442 97.1% 56 12.7% 1 1.8% 

16 益 子 町 370 367 99.2% 47 12.8% 5 10.6% 

17 茂 木 町 216 210 97.2% 7 3.3% 0 0.0% 

18 市 貝 町 171 168 98.2% 6 3.6% 6 100.0% 

19 芳 賀 町 332 304 91.6% 37 12.2% 0 0.0% 

20 壬 生 町 748 690 92.2% 56 8.1% 0 0.0% 

21 野 木 町 405 376 92.8% 42 11.2% 0 0.0% 

22 塩 谷 町 255 243 95.3% 15 6.2% 0 0.0% 

23 高 根 沢 町 445 394 88.5% 43 10.9% 15 34.9% 

24 那 須 町 564 564 100.0% 64 11.3% 0 0.0% 

25 那 珂 川 町 305 294 96.4% 34 11.6% 0 0.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 17 17 100.0% 0 0.0% 0 - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 8 8 100.0% 0 0.0% 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 190 186 97.9% 9 4.8% 0 0.0% 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 15 0 0.0% 0 - 0 - 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 250 247 98.8% 19 7.7% 0 0.0% 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 347 324 93.4% 14 4.3% 3 21.4% 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 214 211 98.6% 12 5.7% 0 0.0% 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 29 29 100.0% 2 6.9% 0 0.0% 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 2 0 0.0% 0 - 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 14 12 85.7% 5 41.7% 0 0.0% 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 41 14 34.1% 2 14.3% 0 0.0% 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 320 314 98.1% 8 2.5% 0 0.0% 

26,894 25,359 94.3% 2,727 10.8% 192 7.0% 

4,266 4,052 95.0% 407 10.0% 27 6.6% 

1,447 1,362 94.1% 71 5.2% 3 4.2% 

32,607 30,773 94.4% 3,205 10.4% 222 6.9% 

（注）１　「在籍職員数」欄、「ストレスチェックを受けた職員数」欄、「高ストレスに該当した職員数」欄及び「医師による面接指導を受けた職員数」欄には、常時

　　　　使用される職員（常勤職員のほか、臨時・非常勤職員のうち常時使用される職員を含む。）のうち、該当する職員数をそれぞれ計上している。

　　　２　「医師による面接指導」は、労働安全衛生法第66条の10第３項に規定されており、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として

　　　　選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を行わなけれ

　　　　ばならないこととされている。

　　　３　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計

ストレスチェックを受けた 高ストレスに該当した 医師による面接指導を受けた

市 計

 団体名
在籍職員数
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９　ストレスチェック・集団分析の実施状況（令和５(2023)年度）

(3)　集団分析結果の団体区分別活用状況

実施事業場数 割合 実施事業場数 割合 実施事業場数 割合 実施事業場数 割合 実施事業場数 割合

a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a
1 宇 都 宮 市 170 94 55.3% 0 0.0% 94 55.3% 94 55.3% 0 0.0% 

2 足 利 市 93 0 0.0% 0 0.0% 3 3.2% 0 0.0% 93 100.0% 

3 栃 木 市 101 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 101 100.0% 101 100.0% 

4 佐 野 市 43 24 55.8% 24 55.8% 43 100.0% 19 44.2% 0 0.0% 

5 鹿 沼 市 81 21 25.9% 7 8.6% 80 98.8% 80 98.8% 0 0.0% 

6 日 光 市 86 76 88.4% 85 98.8% 86 100.0% 86 100.0% 0 0.0% 

7 小 山 市 71 71 100.0% 71 100.0% 71 100.0% 71 100.0% 41 57.7% 

8 真 岡 市 47 0 0.0% 0 0.0% 12 25.5% 47 100.0% 0 0.0% 

9 大 田 原 市 48 48 100.0% 48 100.0% 20 41.7% 20 41.7% 0 0.0% 

10 矢 板 市 13 10 76.9% 0 0.0% 0 0.0% 3 23.1% 0 0.0% 

11 那 須 塩 原 市 77 77 100.0% 77 100.0% 77 100.0% 23 29.9% 0 0.0% 

12 さ く ら 市 21 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 21 100.0% 0 0.0% 

13 那 須 烏 山 市 17 0 0.0% 17 100.0% 17 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

14 下 野 市 34 34 100.0% 34 100.0% 34 100.0% 34 100.0% 0 0.0% 

15 上 三 川 町 11 7 63.6% 6 54.5% 0 0.0% 2 18.2% 1 9.1% 

16 益 子 町 19 19 100.0% 19 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

17 茂 木 町 14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 14 100.0% 0 0.0% 

18 市 貝 町 9 4 44.4% 4 44.4% 0 0.0% 4 44.4% 0 0.0% 

19 芳 賀 町 11 0 0.0% 11 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

20 壬 生 町 10 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 100.0% 

21 野 木 町 16 0 0.0% 1 6.3% 0 0.0% 16 100.0% 0 0.0% 

22 塩 谷 町 12 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 12 100.0% 0 0.0% 

23 高 根 沢 町 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 100.0% 0 0.0% 

24 那 須 町 24 0 0.0% 24 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

25 那 珂 川 町 13 0 0.0% 0 0.0% 13 100.0% 7 53.8% 0 0.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 5 2 40.0% 2 40.0% 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 9 0 0.0% 9 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

902 455 50.4% 363 40.2% 537 59.5% 599 66.4% 235 26.1% 

155 30 19.4% 66 42.6% 13 8.4% 71 45.8% 11 7.1% 

15 2 13.3% 11 73.3% 5 33.3% 0 0.0% 1 6.7% 

1,072 487 45.4% 440 41.0% 555 51.8% 670 62.5% 247 23.0% 

（注）１　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

市 計

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計

 団体名

集団分析結果
を活用した
事業場数

集団分析結果の活用内容（複数回答）

業務配分の見直し 人員体制・組織の見直し 管理監督者向け研修の実施 衛生委員会での審議 その他
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10　メンタルヘルス対策の部局別取組状況（令和５年度）

割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合
b b/a c c/b d d/b e e/b f f/b

33 97.1% 11 33.3% 21 63.6% 14 42.4% 24 72.7% 

市 14 100.0% 7 50.0% 12 85.7% 9 64.3% 14 100.0% 

町 11 100.0% 2 18.2% 6 54.5% 2 18.2% 6 54.5% 

一 部 事 務 組 合 等 8 88.9% 2 25.0% 3 37.5% 3 37.5% 4 50.0% 

25 100.0% 9 36.0% 15 60.0% 8 32.0% 17 68.0% 

市 14 100.0% 7 50.0% 10 71.4% 7 50.0% 12 85.7% 

町 11 100.0% 2 18.2% 5 45.5% 1 9.1% 5 45.5% 

一 部 事 務 組 合 等 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

12 100.0% 6 50.0% 7 58.3% 7 58.3% 9 75.0% 

市 7 100.0% 6 85.7% 6 85.7% 6 85.7% 7 100.0% 

町 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

一 部 事 務 組 合 等 5 100.0% 0 0.0% 1 20.0% 1 20.0% 2 40.0% 

24 100.0% 9 37.5% 16 66.7% 11 45.8% 20 83.3% 

市 14 100.0% 8 57.1% 12 85.7% 9 64.3% 14 100.0% 

町 8 100.0% 1 12.5% 4 50.0% 1 12.5% 4 50.0% 

一 部 事 務 組 合 等 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 2 100.0% 

49 100.0% 28 57.1% 40 81.6% 31 63.3% 47 95.9% 

30 100.0% 5 16.7% 15 50.0% 4 13.3% 15 50.0% 

15 93.8% 2 13.3% 4 26.7% 5 33.3% 8 53.3% 

94 98.9% 35 37.2% 59 62.8% 40 42.6% 70 74.5% 

部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合
g g/b h h/b i i/b j j/b k k/b l l/b

22 66.7% 13 39.4% 22 66.7% 28 84.8% 24 72.7% 0 0.0% 

市 13 92.9% 9 64.3% 11 78.6% 14 100.0% 14 100.0% 0 0.0% 

町 5 45.5% 2 18.2% 6 54.5% 7 63.6% 6 54.5% 0 0.0% 

一 部 事 務 組 合 等 4 50.0% 2 25.0% 5 62.5% 7 87.5% 4 50.0% 0 0.0% 

17 68.0% 8 32.0% 12 48.0% 21 84.0% 17 68.0% 0 0.0% 

市 12 85.7% 7 50.0% 10 71.4% 14 100.0% 13 92.9% 0 0.0% 

町 5 45.5% 1 9.1% 2 18.2% 7 63.6% 4 36.4% 0 0.0% 

一 部 事 務 組 合 等 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

9 75.0% 8 66.7% 9 75.0% 12 100.0% 9 75.0% 1 8.3% 

市 7 100.0% 7 100.0% 6 85.7% 7 100.0% 7 100.0% 1 14.3% 

町 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

一 部 事 務 組 合 等 2 40.0% 1 20.0% 3 60.0% 5 100.0% 2 40.0% 0 0.0% 

18 75.0% 12 50.0% 17 70.8% 22 91.7% 20 83.3% 0 0.0% 

市 13 92.9% 9 64.3% 11 78.6% 14 100.0% 14 100.0% 0 0.0% 

町 4 50.0% 2 25.0% 5 62.5% 6 75.0% 5 62.5% 0 0.0% 

一 部 事 務 組 合 等 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2 100.0% 1 50.0% 0 0.0% 

45 91.8% 32 65.3% 38 77.6% 49 100.0% 48 98.0% 1 2.0% 

14 46.7% 5 16.7% 13 43.3% 20 66.7% 15 50.0% 0 0.0% 

7 46.7% 4 26.7% 9 60.0% 14 93.3% 7 46.7% 0 0.0% 

66 70.2% 41 43.6% 60 63.8% 83 88.3% 70 74.5% 1 1.1% 

（注）１　「メンタルヘルス対策の取組内容（複数回答）」の各取組内容における割合は、「メンタルヘルス対策に取り組んでいる部局数」に占める割合である。

　　　２　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

一部事務組合等計

合 計

首 長

教 育 委 員 会

消 防

公 営 企 業

市 計

町 計

合 計 95 

メンタルヘルス対策の取組内容（複数回答）

セルフケアを実施するための教
育研修・情報提供

ラインケア及び事業場内産業保
健スタッフ等によるケアを実施
するための教育研修・情報提供

事業場内での相談体制の整備
地方公務員共済組合事業等の公

的な相談窓口の周知

職場外資源（医療機関、EAPな
ど）を活用したメンタルヘルス
対策（相談・カウンセリングを

含む）の実施

その他

一部事務組合等計 16 

0 

5 

公 営 企 業 24 

14 

8 

2 

市 計 49 

町 計 30 

7 

首 長 34 

14 

11 

9 

教 育 委 員 会 25 

14 

11 

0 

消 防 12 

全部局数
メンタルヘルス対策に取り組ん

でいる部局数

メンタルヘルス対策の取組内容（複数回答）

メンタルヘルス対策に関する計
画の策定

安全衛生委員会等で調査審議 実務を行う担当者の選任
職場復帰における支援の実施

（職場復帰支援プログラムの策
定を含む）

a
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11　メンタルヘルス不調による休務者の状況（令和５(2023)年度）

人数 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数(※) 割合

a b b/a c c/b d d/b e e/b f f/b g g/b h a/h

286 284 99.3% 70 24.6% 93 32.7% 56 19.7% 61 21.5% 4 1.4% 14,132 2.0% 

市 237 235 99.2% 59 25.1% 74 31.5% 44 18.7% 54 23.0% 4 1.7% 11,977 2.0% 

町 46 46 100.0% 10 21.7% 18 39.1% 11 23.9% 7 15.2% 0 0.0% 1,942 2.4% 

一 部 事 務 組 合 等 3 3 100.0% 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 213 1.4% 

150 149 99.3% 49 32.9% 38 25.5% 30 20.1% 32 21.5% 0 0.0% 14,949 1.0% 

市 144 143 99.3% 49 34.3% 35 24.5% 28 19.6% 31 21.7% 0 0.0% 12,716 1.1% 

町 6 6 100.0% 0 0.0% 3 50.0% 2 33.3% 1 16.7% 0 0.0% 2,233 0.3% 

一 部 事 務 組 合 等 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

18 18 100.0% 11 61.1% 4 22.2% 0 0.0% 3 16.7% 0 0.0% 2,532 0.7% 

市 11 11 100.0% 8 72.7% 2 18.2% 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 1,531 0.7% 

町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

一 部 事 務 組 合 等 7 7 100.0% 3 42.9% 2 28.6% 0 0.0% 2 28.6% 0 0.0% 1,001 0.7% 

22 22 100.0% 2 9.1% 3 13.6% 5 22.7% 12 54.5% 0 0.0% 994 2.2% 

市 15 15 100.0% 2 13.3% 1 6.7% 3 20.0% 9 60.0% 0 0.0% 670 2.2% 

町 3 3 100.0% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 91 3.3% 

一 部 事 務 組 合 等 4 4 100.0% 0 0.0% 1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 0 0.0% 233 1.7% 

407 404 99.3% 118 29.2% 112 27.7% 75 18.6% 95 23.5% 4 1.0% 26,894 1.5% 

55 55 100.0% 10 18.2% 22 40.0% 13 23.6% 10 18.2% 0 0.0% 4,266 1.3% 

14 14 100.0% 4 28.6% 4 28.6% 3 21.4% 3 21.4% 0 0.0% 1,447 1.0% 

476 473 99.4% 132 27.9% 138 29.2% 91 19.2% 108 22.8% 4 0.8% 32,607 1.5% 

（注）１　原則として、令和５(2023)年度中にメンタルヘルス不調により引き続いて１か月以上の期間、病気休暇取得又は休暇した職員を休務者として計上している。

　　　２　前年度から引き続いて休務した者及び調査年度中に退職した者も含んでいる。

　　　３　(※)については参考値として、ストレスチェックの実施状況等で調査した在籍職員数を引用している。

　　　４　端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。

　　　５　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみを調査対象としている。

一部事務組合等計

合 計

首 長

教 育 委 員 会

消 防

公 営 企 業

市 計

町 計

休務者
在籍職員と

休務者の割合うち常勤職員 年代別内訳

10～20代 30代 40代 50代 60代以上
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12　長時間勤務者に対する医師による面接指導等の状況
(1)　長時間勤務者に対する医師による面接指導に係る例規・指針等の整備状況

部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合
a b b/a e e/b f f/b g g/b c c/a d d/a

1 宇 都 宮 市 4 3 75.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 

2 足 利 市 4 4 100.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

3 栃 木 市 4 4 100.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

4 佐 野 市 4 4 100.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

5 鹿 沼 市 4 3 75.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 

6 日 光 市 4 4 100.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

7 小 山 市 4 3 75.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 

8 真 岡 市 3 2 66.7% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 

9 大 田 原 市 3 2 66.7% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 

10 矢 板 市 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

11 那 須 塩 原 市 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

12 さ く ら 市 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

13 那 須 烏 山 市 3 2 66.7% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 

14 下 野 市 3 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% - - - - 

15 上 三 川 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

16 益 子 町 2 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

17 茂 木 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

18 市 貝 町 2 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% - - - - 

19 芳 賀 町 2 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

20 壬 生 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

21 野 木 町 3 2 66.7% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 

22 塩 谷 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

23 高 根 沢 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

24 那 須 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

25 那 珂 川 町 3 2 66.7% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - - - - - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 1 0 0.0% - - - - - - 0 0.0% 1 100.0% 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 1 0 0.0% - - - - - - 0 0.0% 1 100.0% 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 2 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - - - - - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 2 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 1 0 0.0% - - - - - - 0 0.0% 1 100.0% 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 1 0 0.0% - - - - - - 0 0.0% 1 100.0% 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

49 43 87.8% 34 79.1% 9 20.9% 0 0.0% 1 2.0% 5 10.2% 

30 28 93.3% 26 92.9% 2 7.1% 0 0.0% 1 3.3% 1 3.3% 

16 12 75.0% 12 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 25.0% 

95 83 87.4% 72 86.7% 11 13.3% 0 0.0% 2 2.1% 10 10.5% 

（注）１　長時間勤務者に対する医師による面接指導については、平成31年４月１日から、労働安全衛生法第66条の８第１項等の規定により、時間外・休日労働時間が１か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積

　　　　が認められる者について、本人の申出があった場合には、行わなければならないこととされた。また、国家公務員については、これに加え、超過勤務時間が１か月について100時間以上又は２～６か月平均

　　　　で80時間を超える場合には、本人からの申出がなくとも医師による面接指導を行うものとし、人事院規則10-4第22条の２第１項等の規定にその旨規定された。

　　　２　同一部局内で整備ができていない部門がある場合には、整備していない部局として計上している。

　　　３　「割合」は、「全部局数」に占める割合である。

　　　４　端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。

　　　５　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみを調査対象としている。

市 計

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計

 団体名
全部局数

令和６(2024)年４月１日
時点で整備済み

医師の面接指導の対象となる要件
令和６(2024)年度中に

整備予定
未定

人事院規則の規定と同様
人事院規則の規定よりも
高い基準の要件を含む その他
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12　長時間勤務者に対する医師による面接指導等の状況

(2)　長時間勤務者に対する医師による面接指導の団体別実施状況（令和５(2023)年度）

人数 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

a b b/a c c/b d d/b e e/b f f/b g g/b

1 宇 都 宮 市 278 107 38.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 107 100.0% 

2 足 利 市 284 282 99.3% 0 0.0% 282 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

3 栃 木 市 101 94 93.1% 0 0.0% 91 96.8% 3 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 

4 佐 野 市 64 54 84.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 54 100.0% 

5 鹿 沼 市 24 11 45.8% 7 63.6% 0 0.0% 4 36.4% 0 0.0% 0 0.0% 

6 日 光 市 10 10 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 100.0% 

7 小 山 市 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

8 真 岡 市 3 0 0.0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

9 大 田 原 市 6 0 0.0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

10 矢 板 市 1 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

11 那 須 塩 原 市 83 83 100.0% 0 0.0% 83 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

12 さ く ら 市 5 0 0.0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

13 那 須 烏 山 市 1 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

14 下 野 市 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

15 上 三 川 町 2 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

16 益 子 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

17 茂 木 町 2 0 0.0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

18 市 貝 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

19 芳 賀 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

20 壬 生 町 2 0 0.0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

21 野 木 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

22 塩 谷 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

23 高 根 沢 町 3 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 

24 那 須 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

25 那 珂 川 町 5 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

860 643 74.8% 7 1.1% 458 71.2% 7 1.1% 0 0.0% 171 26.6% 

14 9 64.3% 0 0.0% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 7 77.8% 

0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

874 652 74.6% 7 1.1% 460 70.6% 7 1.1% 0 0.0% 178 27.3% 
（注）１　職員数は令和５(2023)年度の延べ人数である。

　　　２　(※)労働安全衛生規則第52条の２第１項の規定により、時間外勤務時間算定の期日前１か月以内に面接指導などを受けた職員などについて、面接指導を受ける必要がないとして医師が判断した場合には、

　　　　面接指導を行わないことが認められている。

　　　３　端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。

　　　４　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

職員が人事異動や休暇等になっ
たことにより、通知・勧奨する

ことができなかった
その他

市 計

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

職員に対し、面接指導を受ける
ことを通知・勧奨したが、反応
がなかった又は職員自身が必要

ないと判断した

職員が業務多忙で面接時間
を確保できなかった

合 計

 団体名

医師の面接
指導の対象
となる要件
に該当した

職員

医師の面接指導が行われ
なかった職員 面接指導を受ける必要が

ないと医師が判断した
(※)
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13　安全衛生管理体制の整備状況（令和５(2023)年度）

割合 割合 割合 割合 割合 割合

1 宇 都 宮 市 1 1 100.0% 7 7 100.0% 7 100.0% 22 22 100.0% 22 100.0% 143 143 100.0% 

2 足 利 市 0 0 - 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 3 100.0% 58 58 100.0% 

3 栃 木 市 0 0 - 1 0 0.0% 0 - 4 4 100.0% 4 100.0% 65 65 100.0% 

4 佐 野 市 0 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 4 4 100.0% 3 75.0% 36 36 100.0% 

5 鹿 沼 市 0 0 - 0 0 - 0 - 5 5 100.0% 2 40.0% 60 22 36.7% 

6 日 光 市 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 52 52 100.0% 

7 小 山 市 0 0 - 0 0 - 0 - 7 7 100.0% 5 71.4% 45 45 100.0% 

8 真 岡 市 0 0 - 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 0 0.0% 30 30 100.0% 

9 大 田 原 市 0 0 - 0 0 - 0 - 4 4 100.0% 3 75.0% 29 28 96.6% 

10 矢 板 市 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 11 11 100.0% 

11 那 須 塩 原 市 0 0 - 0 0 - 0 - 8 8 100.0% 8 100.0% 36 36 100.0% 

12 さ く ら 市 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 17 17 100.0% 

13 那 須 烏 山 市 0 0 - 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 0 0.0% 15 15 100.0% 

14 下 野 市 0 0 - 0 0 - 0 - 4 3 75.0% 3 100.0% 18 8 44.4% 

15 上 三 川 町 0 0 - 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 3 100.0% 10 10 100.0% 

16 益 子 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 11 0 0.0% 

17 茂 木 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 7 2 28.6% 

18 市 貝 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 3 3 100.0% 

19 芳 賀 町 0 0 - 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 0 0.0% 4 4 100.0% 

20 壬 生 町 0 0 - 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 3 100.0% 14 12 85.7% 

21 野 木 町 0 0 - 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 0 0.0% 7 7 100.0% 

22 塩 谷 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 11 11 100.0% 

23 高 根 沢 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 12 12 100.0% 

24 那 須 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 17 8 47.1% 

25 那 珂 川 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 10 10 100.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 ‐ ‐ - ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 2 1 50.0% 0 0.0% 1 1 100.0% 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 1 0 0.0% 0 - 10 0 0.0% 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 0 0.0% 3 3 100.0% 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 ‐ ‐ - ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 6 6 100.0% 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 0.0% 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 2 1 50.0% 1 100.0% 7 7 100.0% 

1 1 100.0% 9 8 88.9% 8 100.0% 69 68 98.6% 55 80.9% 615 566 92.0% 

0 0 - 0 0 - 0 - 18 18 100.0% 10 55.6% 106 79 74.5% 

0 0 - 0 0 - 0 - 8 5 62.5% 1 20.0% 32 21 65.6% 

1 1 100.0% 9 8 88.9% 8 100.0% 95 91 95.8% 66 72.5% 753 666 88.4% 

（注）１　それぞれ労働安全衛生法に基づく選任・設置状況等を計上している。

　　　２　「情報提供を行っている事業場数」は、労働安全衛生法第13条に基づき産業医へ情報提供している事業場数を計上している。

　　　３　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計

市 計

 団体名

総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者

選任してい
る事業場

選任してい
る事業場

職場を巡視し
ている事業場

数

職場を巡視し
ている事業場

数

安全衛生推進者等

選任を要す
る事業場

選任を要す
る事業場

選任を要す
る事業場

選任を要す
る事業場選任してい

る事業場
選任してい
る事業場
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13　安全衛生管理体制の整備状況（令和５(2023)年度）

割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合

1 宇 都 宮 市 22 22 100.0% 6 27.3% 22 100.0% 7 7 100.0% 7 100.0% 22 22 100.0% 22 100.0% 

2 足 利 市 3 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 0 0.0% 

3 栃 木 市 4 4 100.0% 0 0.0% 4 100.0% 0 0 - 0 - 4 4 100.0% 0 0.0% 

4 佐 野 市 4 4 100.0% 1 25.0% 4 100.0% 1 1 100.0% 1 100.0% 4 4 100.0% 2 50.0% 

5 鹿 沼 市 5 4 80.0% 2 50.0% 4 100.0% 0 0 - 0 - 5 5 100.0% 1 20.0% 

6 日 光 市 1 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

7 小 山 市 7 7 100.0% 4 57.1% 7 100.0% 0 0 - 0 - 7 7 100.0% 4 57.1% 

8 真 岡 市 3 3 100.0% 1 33.3% 1 33.3% 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 0 0.0% 

9 大 田 原 市 4 1 25.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 4 1 25.0% 0 0.0% 

10 矢 板 市 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

11 那 須 塩 原 市 8 8 100.0% 8 100.0% 8 100.0% 0 0 - 0 - 8 8 100.0% 8 100.0% 

12 さ く ら 市 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

13 那 須 烏 山 市 2 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 0 0.0% 

14 下 野 市 4 3 75.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0 - 0 - 4 2 50.0% 0 0.0% 

15 上 三 川 町 3 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 0 0.0% 

16 益 子 町 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

17 茂 木 町 1 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

18 市 貝 町 1 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

19 芳 賀 町 2 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 0 0.0% 

20 壬 生 町 3 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0% 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 0 0.0% 

21 野 木 町 3 3 100.0% 0 0.0% 2 66.7% 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 0 0.0% 

22 塩 谷 町 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

23 高 根 沢 町 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

24 那 須 町 1 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

25 那 珂 川 町 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ‐ - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 2 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 - 0 - 2 1 50.0% 0 0.0% 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 - 0 - 1 0 0.0% 0 - 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 2 2 100.0% 1 50.0% 2 100.0% 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 2 100.0% 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ‐ - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 2 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 2 100.0% 

69 64 92.8% 24 37.5% 62 96.9% 8 8 100.0% 8 100.0% 69 64 92.8% 37 57.8% 

18 18 100.0% 6 33.3% 16 88.9% 0 0 - 0 - 18 18 100.0% 0 0.0% 

8 7 87.5% 1 14.3% 4 57.1% 0 0 - 0 - 8 6 75.0% 4 66.7% 

95 89 93.7% 31 34.8% 82 92.1% 8 8 100.0% 8 100.0% 95 88 92.6% 41 46.6% 

（注）１　それぞれ労働安全衛生法に基づく選任・設置状況等を計上している。

　　　２　「情報提供を行っている事業場数」は、労働安全衛生法第13条に基づき産業医へ情報提供している事業場数を計上している。

　　　３　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

市 計

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計

衛生委員会

選任を要す
る事業場

設置を要す
る事業場

設置を要す
る事業場選任してい

る事業場
設置してい
る事業場

設置してい
る事業場

職場を巡視し
ている事業場

数

情報提供を
行っている事

業場数

毎月１回以上
開催している

事業場数

安全委員会

毎月１回以上
開催している

事業場数

 団体名

産業医
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